
パートナーシップ

印

旭川市では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが⾃分らしく暮らせる

２０２４年１⽉１６⽇スタート

 �⼀⽅⼜は双⽅が性的マイノリティであるお⼆⼈が、互いを⼈⽣のパートナーとして相互
 �に協⼒し合う関係であることを市に宣誓し、市が宣誓書受領証や受領カードを交付する
� 制度です。

旭川市パートナーシップ宣誓制度とは？

まちの実現を⽬指し、パートナーシップ宣誓制度を開始します。

市⺠・事業者の皆様へ

パートナーシップの宣誓に
よって⽣じる法律上の効果
はありませんが、
本制度の導⼊により、
多様な性や性的マイノリテ
ィの⽅々に対する理解を広
め、暮らしやすい環境づく
りにつなげていきます。

本制度は性的マイノリティ
の⽅々の⽇常⽣活の⽣きづ
らさを軽減しようとするも
のです。
趣旨をご理解いただき、
本制度を利⽤される⽅が
適切なサービス・対応を
受けることができるよう、
ご協⼒をお願いします。

宣誓書受領カード

お⼆⼈がパートナーシップの関係
であることを、旭川市に宣誓した
ことを証明するカードです。

宣誓制度

旭川市

お店や病院などで、
パートナーであることを証
明するために、
受領カードを提⺬される場
合があります。
提⺬したお⼆⼈の関係につ
いて、本⼈の同意なく他に
伝えることのないよう、
ご注意ください。

東神楽町 ⽐布町

上川町 美瑛町

鷹栖町 当⿇町

愛別町 東川町

旭川市を含む
上川中部１市８町では
圏域全体で多様性を実現
するため、統⼀デザインの
パートナーシップ宣誓書
受領カードを発⾏します。 Ｒ６.４.１から

制度開始予定



〒070-8525 旭川市7条通9丁⽬48番地

旭川市⼥性活躍推進部⼥性活躍推進課

宣誓できる⽅

� ⼀⽅または双⽅が性的マイノリティで、
 �次のすべてにあてはまる⽅が対象です。

� □ 成年であること

 �□ ⼀⽅⼜は双⽅が旭川市⺠であること
 �  （転⼊予定を含む）

 �□ 配偶者がいないこと、他の⼈とパートナー
 �  シップの関係にないこと

 �□ 互いに近親者でないこと

宣誓に必要な書類

 �① 現住所を確認できる書類
 �  住⺠票の写し等

 �② 婚姻をしていないことが確認できる書類
 �  ⼾籍個⼈事項証明書（⼾籍抄本）等

 �③ 本⼈確認書類
 �  マイナンバーカード（個⼈番号カード）
 �  旅券（パスポート）、運転免許証等

宣誓の⼿続き ※⼿数料は無料です。ただし、提出する書類の発⾏にかかる⼿数料は必要になります。

１ ２ ３

宣誓の事前予約
パートナーシップ

宣誓書の提出 宣誓書受領証等の交付

 宣誓の５営業⽇前までに、
 ⼥性活躍推進課に電話または��
 申込フォームでご連絡くださ
 い。

 お⼆⼈で必要書類をご持参の
 うえ来庁し、宣誓書に記⼊し
 ていただきます。

 個室での対応も可能です。
 ご相談ください。

 宣誓書受領証を交付します。
 携帯⽤の受領カードは後⽇
 交付します。

 �※受領カードは１週間を⽬途に
 � 交付します。

� ※受領証等には通称名をご使⽤
  �できます。

partner
ship

ASAHIKAWA

partnership

他の市町との連携

     �0166-25-9785
（平⽇�8:45∼17:15）

申込フォーム
（24時間受付）

※詳細はこちら

※連携している⾃治体間では、申請や転居時の⼿続きが簡素化できます。

電話：0166-25 -9785（平⽇8:45∼17 :15 �年末年始除く）
E-ma i l：jose ika tsuyaku@c i ty .asah ikawa . l g . j p

上川中部１市８町 道内導⼊済⾃治体（R6.1 .16現在）

旭川市・鷹栖町・東神楽町・当⿇町・⽐布町
愛別町・上川町※・東川町・美瑛町

札幌市・函館市・帯広市・北⾒市・岩⾒沢市
苫⼩牧市・江別市・北⽃市

※上川町はR6.4.1から
 制度開始予定

上記の１市８町のいずれの⾃治体でも、
宣誓や各種⼿続を⾏えます。
【例】旭川市⺠が東神楽町の窓⼝で宣誓を実施

上記の８市へ転出する場合は、
パートナーシップ宣誓制度の利⽤に伴う
転出⼊の⼿続きが簡素化されます。

詳細は、⼥性活躍推進課にお問合せください。


